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【総務省 裁決データベースより転載】 

裁決日 2020/07/16 

裁決内容  

裁決番号 令和２年度裁決第３号 

 

                                裁 決 書 

 

                                            審査請求人              

                                              住所 ○○○○           

                                              氏名 ○○○○           

                                            審査請求人代理人           

                                              住所 ○○○○           

                                              氏名 ○○○○           

                                            処分庁 ○○市福祉事務所長      

 

 審査請求人が令和２年２月７日に提起した処分庁による保護申請却下処分に係る審査請

求について、次のとおり裁決する。 

 

                                    主  文 

 

                      本件審査請求に係る処分を取り消す。 

                                         

第１ 事案の概要 

 １ 令和２年１月１７日、審査請求人は、処分庁に生活保護を申請した（以下「本件申

請」という。）。また、申請時に、処分庁は、審査請求人に対して、障害福祉サービス事業

所の利用を検討するよう助言した。 

 ２ 令和２年１月２２日、処分庁は、審査請求人に対して、「本日より、速やかに当福祉

事務所や関係機関からの助言・指導に従い、福祉サービスの利用により生活改善を行い、

病気の治癒に努めること」及び「虚偽報告及び遅延行為を行わないこと」を内容とする指

導を口頭で行った（以下「口頭指導」という。）。 

 ３ 令和２年１月２４日、処分庁は、審査請求人に口頭指導を行った。 

 ４ 令和２年１月２８日、処分庁は、審査請求人に対して、口頭指導と同内容の指導を

文書で行った（以下「文書指導」という。）。 
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 ５ 処分庁は、審査請求人に対して、令和２年２月３日付けで保護申請却下処分（以下

「本件処分」という。）をした。 

 ６ 令和２年２月７日、審査請求人は、群馬県知事に対し、本件処分の取消しを求める

審査請求を行った。 

 

第２ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  (1) 処分庁が行った本件処分は、憲法第２５条第１項及び生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号。以下「法」という。）第２５条第１項に反し違法である。 

    (2) 処分庁が行った文書指導は、保護開始前の違法な指導指示であり、違法な指導指

示違反を理由に行った本件処分は違法である。 

    (3) 処分庁は法律上の保護開始の要件とは無関係の内容の助言指導を行っており不

適切である。不適切な指導違反を理由に本件申請を却下したことは、審査請求人に法に規

定されていない保護開始の要件を求めるもので、違法であることは明らかである。 

    (4) 審査請求人が本件指導に従わなかったことには「正当な理由があった」にもかか

わらず、指導指示違反を理由に本件申請を却下した本件処分は違法である。 

 ２ 処分庁の主張 

  (1) 法第２５条第１項は、法第２４条による手続きが困難な場合、保護の実施機関が

職権にて保護を開始することを規定するものであり、審査請求の理由として不適切である。 

  (2) 処分庁が行った文書指導は、医師の判断を基に審査請求人の意見を徴し行ってい

るため違法性はない。 

  (3) 本件処分は、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日

社発第２４６号。以下「局長通知」という。）第１１の１の規定に基づき行っており、違法

ではない。 

  (4) 審査請求人が本件指導に従わなかったことの正当な理由はない。 

  (5) 本件処分は、法に基づき適正に行われたものであり、棄却されるべきである。 

 

第３ 裁決の理由 

 １ 本件における法令等の規定について 

  (1) 保護の基準及び程度等 

    法第８条第１項は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者

の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う

程度において行うもの」とし、その厚生労働大臣の定める基準として「生活保護法による
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保護の基準」（昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号）が定められるとともに、法定受

託事務である保護実施の処理基準（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の

９第１項及び第３項）として「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４

月１日厚生省発社第１２３号。以下「次官通知」という。）、局長通知、「生活保護法による

保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１日社保第３４号。以下「課長通知」

という。）その他の通知が厚生労働省から発出されている。 

  (2) 生活保護の補足性 

        法第４条第１項は、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力

その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行

われる。」と、同条第２項は、「民法（昭和２９年法律第８９号）に定める扶養義務者の扶

養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとす

る。」と規定している。 

  (3) 生活保護の決定のための報告、調査 

       法第２８条第１項は、「保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第７７

条若しくは第７８条（第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。）の規定の施行の

ため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項

を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を

求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査

させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検

診を受けるべき旨を命ずることができる。」と、同条第５項は、「保護の実施機関は、要保

護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従

わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは

廃止をすることができる。」と規定している。 

  (4) 保護申請時における助言指導 

       局長通知第１１－１－（２）において、「要保護者が、自らの資産能力その他扶

養、他法等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は、適切な助

言指導を行うものとし、要保護者がこれに従わないときは、保護の要件を欠くものとして、

申請を却下すること。なお、要保護者が自らの資産、能力等の活用により最低生活の需要

を満たすことができると認められる場合には、保護を要しないものとして申請を却下する

こと。」としている。 

       また、「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平成１８年３月３

０日社援保発第０３３０００１号。以下「手引き」という。）Ⅰ－１（４）において、「保
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護の要否判定、保護の決定にあたっては、各種調査に速やかに着手し、必要な調査は全て

実施する。（中略）資産、能力及び他法他施策の活用や、扶養義務者の扶養が十分でないケ

ースに対しては、適切な助言指導を行う。資産、能力等の活用に関する助言指導に従わな

いときは、急迫状況にある場合を除き、保護の要件を欠くものとして申請を却下すること

も検討する。保護の要否判定の結果、資産、能力等を活用してもなお、最低生活費の需要

が充たされない場合は、保護を開始することとなる。」としている。 

 ２ 本件処分の違法性について 

  (1) 保護申請を却下することができるのは、法に規定する保護の要件を欠く場合及び

法第２８条第５項に該当する場合が考えられる。 

    また、局長通知第１１－１－（２）及び手引きⅠ－１（４）を併せ考えると、法

第４条に規定する保護の補足性の要件を欠くと認められる場合に、適切な助言指導を行い、

要保護者がこれに従わないときに、急迫状況にある場合を除き、保護申請を却下すること

とされており、保護の要否判定の結果、要保護者が自らの資産能力その他扶養、他法等利

用しうる資源の活用により最低生活費の需要が満たすことができる場合は、急迫状況にあ

る場合を除き却下することとなり、最低生活費の需要が満たされない場合は、保護を開始

することとなるものと解するのが相当である。 

  (2) これを本件についてみると、処分庁は、令和２年１月１７日に、保護申請書を受

理するとともに、本件申請に係る関係書類により、預貯金が○○円であること、手持ち金

が○○円であること、令和元年○○月○○日付けの医療機関の診断書により一般就労が困

難であること等を確認していることが認められる。 

       また、令和２年１月２２日、２４日及び２８日に「本日より、速やかに当福祉事

務所や関係機関からの助言・指導に従い、福祉サービスの利用により生活改善を行い、病

気の治癒に努めること」及び「虚偽報告及び遅延行為を行わないこと」を内容とする指導

を行い、この指導に従わないことから、本件申請を却下していることが認められる。 

       処分庁は、福祉サービスの利用により生活改善を行い、病気の治癒に努めること

を指導しているが、処分庁の主張によれば、処分庁が指導したのは、障害福祉サービス事

業所の利用であり、当該福祉サービスは金銭を得ることもあるが就労収入を得ることを目

的としていないものであり、このことによって最低生活費の需要が満たされるものではな

く、当該福祉サービスの利用の指導は保護開始決定後においてもできることであり、当該

福祉サービスを利用しないことが法第４条に規定する保護の補足性の要件を欠くとまでは

いえない。 

       また、法第２８条第５項に該当するかについてみると、処分庁は、虚偽報告及び

遅延行為を行わないことを指導しているが、当該福祉サービスの利用については、法第２
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８条第１項に規定する保護の決定のために必要な事項と認められる事情は見受けられず、

その他、審査請求人が、同条第５項に規定する保護の決定のために必要な事項の調査を妨

げた事実は認められない。 

       よって、本件処分は、保護申請却下の要件を欠いた違法な処分である。 

       また、本件申請時、審査請求人は預貯金及び手持ち金が僅かで、傷病のため就労

による収入を得ることもできず、保護の要件に該当する可能性が高い状態であったと思料

され、本来であれば、速やかに保護の決定にかかる資産調査等を行い、保護の決定にかか

る組織的な検討を行うべきであり、処分庁の本件申請後の対応は、不適切なものであった

といわざるを得ない。 

 ３ 結論 

      以上のとおり、本件審査請求には、理由があるから、行政不服審査法（平成２６年

法律第６８号）第４６条第１項の規定により、主文のとおり裁決する。 

       

                                            令和２年７月１６日          

 

                                            審査庁 群馬県知事 山本 一太 

裁決 認容 


